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業 務 仕 様 書 

 

１ 件名 

令和７年度島根県登録販売者試験運営業務 

 

２ 業務委託の目的 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 36 条の８第

１項の規定に基づき、都道府県が一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者が

それに必要な資質を有することを確認するために実施する試験（以下「登録販売者試

験」という。）について、仕様書に明示した業務について、厳正かつ確実に遂行するこ

とが可能な業者に委託を行い、適正かつ円滑に登録販売者試験を実施することを目的と

する。 

 

２ 履行期間 

契約締結日から令和８年１月９日（金）まで 

 

３ 試験概要 

(１)  試験日時：令和７年１０月２１日（火） 

午前９時００分から入室開始 

午前１０時００分～午後３時３０分 試験 

（２）試験会場：非公表（500 人規模が収容できる会場を松江市内に確保済み） 

              なお、本会場とは別に同施設内に地震または風水害等により

被災した受験者（以下「被災受験者」という。）のための試

験会場を設置する場合がある。（被災者受験者用の会場につ

いても確保済み） 

（３）受験申込者数： 500 人規模を想定 

（４）試験内容：筆記試験（マークシート式解答用紙に記入） 

 

４ 委託業務内容 

（１） 試験事前準備業務 

ア 受験者データ作成業務 

情報保護・盗難防止等のセキュリティ及び正確性に考慮し、受験資格を満

たす者のデータを、県が提供した様式（Microsoft Excel）により作成し、

県が指定する期日までに提出すること。 

イ 受験通知書発送業務 

受験者データを基に、受験通知書を作成し、県が指定する期日までに発送

すること。 

ウ 解答用紙（マークシート式）の作成 

午前用（問１～60）及び午後用（問１～60）の解答用紙をそれぞれ作成す

ること（４肢択一若しくは５肢択一方式を想定）。解答用紙の原稿は、受託 
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者において案を作成し、事前に県に提示して承認を受けるものとする。解答

用紙印刷後は、印刷済みの解答用紙を県に１部提出すること。 

なお、解答用紙は、予備として総受験者数の１割を加えた部数を作成

し、午前用と午後用を仕分けの上、梱包すること。 

エ 試験実施運営計画書の作成 

 受託者は本試験の試験会場準備及び当日運営について、県と協議の上、マ

ニュアル等を作成すること。 

また、受託者は、当該マニュアル等を含む試験実施運営計画書を８月中旬

までに作成し、県の承認を得ること。なお、内容に変更が生じた場合も、あ

らかじめ県の承認を得ること。 

オ 試験実施に必要な掲示物及び物品等の準備 

掲示物について、案を受託者において作成し、事前に県に提示して承認を

受けること。 

使用する物品等について、事前に県に提示して承認を受けること。 

    カ 監督員等の確保 

 受託者は、適切な試験運営を行うにあたり、必要な監督体制を整備し、以

下（ア）～（エ）に示す最低限の人員を確保すること。 

なお、下記は必要最低限の基準であり、試験運営を円滑に遂行する上で必

要と判断される場合には、追加の人員を配置して差し支えないものとする。 

また、受験者からの相談等に適切に対応できるよう、各試験会場における

監督員の男女比を考慮し、適切に配置すること。 

（ア）統括責任者：１名 

（イ）副統括責任者：１名 

（ウ）会場責任者：各試験会場１名 

   ※会場責任者は、過去に本業務と同程度の業務経験を有する者であ

ること。 

（エ）監督員：17 名（本会場：14 名、被災受験者会場：３名） 

   ※監督員の人員は、受験申込者数が 500 人規模であることを想定

して設置している。受験申込者数が 500 人を下回る場合には、県

と協議の上、減員しても差し支えないものとする。 

キ 監督員等に対する業務説明 

受託者は、本試験を円滑に実施するため、統括責任者及び副統括責任者に

対し、県の承認を受けた試験実施運営計画書に基づき、速やかに業務説明を

行うこと。 

また、統括責任者及び副統括責任者は、試験前日までに監督員等に対し業

務説明を行うこと。 

なお、業務説明において使用する資料等は、県と協議の上作成し、事前に

県の承認を受けること。 

    ク その他 

       受託者は、その他、試験を円滑かつ適正に実施するために必要な準備を行



 
 
 

 3 / 6 
 

うこと。 

（２） 試験当日実施運営業務 

ア 試験会場の準備及び原状復帰 

本試験実施に伴う試験会場準備（試験教室の準備及び掲示物の掲示その他

試験実施に係る準備）は、監督員等を動員して試験当日午前９時００分まで

に完了させること。 

なお、試験会場準備において問題が発生した場合は、速やかに県に報告す

るとともに、県と協議の上、対応すること。 

試験終了後の試験会場原状復帰は、試験当日午後４時３０分までに、監督

員等を動員して行うこと。なお、原状復帰完了後に施設管理者の確認を受け

ること。 

被災者受験者用の会場が設置される場合は、試験時間が変更となるため、

これに合わせて試験会場原状復帰は、試験当日午後６時３０分までに行うこ

と。この場合も、原状復帰完了後に施設管理者の確認を受けること。 

    イ 試験実施に伴う物品の保管 

       試験会場では、試験問題冊子、解答用紙、受験者名簿及び試験願書の写真

欄部分の写し等を、盗難及び紛失がないように適切に保管すること。 

試験問題冊子は県が準備し、試験当日に試験会場で統括責任者に渡すこと

とする。解答用紙、受験者名簿及び試験願書の写真欄部分の写しは、受託者

が作成し、県が指定する期日までに提出し、県の承認を受けること。 

    ウ 試験当日の試験運営 

     試験当日において、試験運営を行うこと。なお、試験実施において問題が

発生した場合（近隣施設・住民等からの苦情等も含む。）は、速やかに県に

報告するとともに、県と協議の上、対応すること。 

エ 監督員等の業務 

（ア）統括責任者 

   a 県との連絡及び調整を一元的に行うこと。 

   b 試験当日、県と協議の上作成したマニュアル等に基づき、副統括

責任者、会場責任者及び監督員を指揮し、試験を実施すること。 

   c 試験当日は、業務開始から終了まで、試験会場において全体の進

行の把握及び調整に専念し、問題発生時にはその対処及び必要

な調整を行うこと。 

   d 試験終了後、試験実施確認報告書を作成し、県に報告すること。 

（イ）副統括責任者 

  a 県と協議の上作成したマニュアル等に基づき、統括責任者の補

佐を行うこと。 

  b 試験当日は、業務開始から終了まで、試験会場において全体の進

行の把握及び調整に専念し、問題発生時等は統括責任者の指示

を仰ぐこと。 

（ウ）会場責任者 
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  a 県と協議の上作成したマニュアル等に基づき、監督員の監督及

び指導を行うこと。 

  b 県と協議の上作成したマニュアル等に記載されていない事項が

発生した場合は、統括責任者の指示を仰ぐこと。 

（エ）監督員 

  a 県と協議の上作成したマニュアル等に基づき、受験者の監督等

を行うこと。 

オ 緊急時、救急時の対応 

台風、交通機関の停止等で試験実施が困難であることが想定される場合

は、情報収集を行い県と協議の上、必要な措置を講じること。 

試験当日において、受験者に緊急対応又は救急対応が必要となった場合

は、状況を確認し県と協議の上、必要な措置を講ずること。 

（３） 試験実施後業務 

ア 試験実施確認報告書の提出 

試験終了後、令和７年１０月２４日（金）までに試験実施報告書を作成し、

県に提出すること。 

試験実施報告書には、次の事項を記載するものとする。（様式任意） 

（ア）受験者数、欠席者数 

（イ）監督員等の氏名、人数 

（ウ）監督員等の氏名、人数 

（エ）試験会場における試験実施状況の概要（災害、交通状況、試験時

間の変更等） 

(オ) 試験実施時の苦情処理の概要 

(カ) 緊急事態が発生した場合は、緊急事態及び措置の内容 

イ 採点業務 

情報保護・盗難防止等のセキュリティ及び正確性を考慮し、以下の結果デ

ータを作成し、県が指定する期日までに書面及び電子媒体により県に提出

すること。 

（ア）受験者ごとの結果一覧表（問題別正否、試験項目別得点及び総得

点） 

（イ）受験者全体の分析データ（問題別正答率、試験項目別平均得点・

最高点・最低点、全体平均得点・最高点・最低点、その他一般的

な統計データ） 

（ウ）県が定める合格基準に基づく合否判定リスト 

ウ 合格通知業務 

    （ア）合格通知書の作成 

県が提供した合格者名簿（Microsoft Excel）に基づき、複製偽造

防止用紙等の偽造困難な方法を用いて合格通知書を作成するこ

と。この際、合格通知書の原稿は受託者において作成し、県が指

定する期日までに県に提示すること。県は提示された原稿を確認
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の上、必要に応じて修正を依頼する場合があるものとし、内容が

適切であることを確認の上、承認を行うものとする。なお、最終

的な原稿については、令和７年 11 月 21 日（金）を目途に確定す

ることとする。 

        （イ）合格通知書の発送 

上記合格者名簿に基づき合格通知書を特定記録郵便にて各合格者

あて発送すること。なお、発送日は令和７年 11 月 28 日（金）と

すること。 

（ウ）合格通知書の発送後は、速やかに「合格通知書の送付先」と「特

定記録郵便の問い合わせ番号」を一覧表にして、県に提出するこ

と。 

エ 試験会場借上等に係る費用の支払い 

   受託者は試験会場借上等に係る支払い事務を行うこと。この際、請求書等

の試験会場借上等に係る支払いに関する書類を保管し、県が指定する期日ま

でに請求書の写しを県に提出すること。 

オ 委託業務完了報告書及び個人情報データ廃棄報告書の提出 

委託業務が完了したときは、10 日以内に、県の指定する様式の委託業務完

了報告書及び個人情報データ廃棄報告書を提出すること。 

カ その他必要な業務 

ア～エのほか、試験の円滑な運営のために当然必要な業務について、実施

すること。 

（４） 受託者の業務全般に関する要件 

ア 本契約履行に関しては、県の指示を厳守するとともに、契約内容の性質を考

慮の上、慎重に処理すること。 

イ 本業務を遂行するにあたり、受託者は県と適宜打ち合せを行うこと。 

ウ 本業務の遂行にあたっての再委託については、次のとおりとすること。 

（ア）受託者は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせては

ならない。但し、島根県が書面によりあらかじめ承諾した場合は、

その限りではない。 

（イ）島根県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対

して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。 

エ 受託者は、マニュアル等の複写に要する用紙、受験者への通知を含む全ての

通信運搬費用、旅費、試験会場借上等に係る費用、その他試験運営業務に係

る必要な消耗品等に要する費用も、全て入札金額に含めること。 

オ 受託者及び本業務に携わる従業員等は、本業務によって知り得た業務上の

情報及び個人情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示若しくは

漏洩してはならないものとし、守秘義務を負うこと。また、受託者はこのこ

とについて監督員等に誓約書を提出させること。 

カ 受託者は、県の承諾があるときを除き、本業務で知り得た情報及び個人情報

等に関する成果物の写しは取らないこと。 
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キ 受託者は、本業務を処理するために、県から提供を受け、又は受託者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等は、この契約の終

了時までに県に返還、廃棄又は消去すること。ただし、県が別に指示したと

きはその指示に従うこと。 

ク 仕様書の内容等で疑義が生じた場合は、必要に応じて県と受託者が協議を

行い、迅速に問題解決を図ること。 

ケ 出願者数の変動による委託料変更の必要がある場合には、別途変更契約を

締結することとする。 

コ 試験開始時刻の大幅な繰り下げ等突発的事項へ対応等により時間延長した

場合など、想定外の事由により受託者に追加負担が発生した場合は、島根県

と受託者が協議の上、変更契約できるものとする。 

サ 受託者は業務実施過程で発生した障害や事故については、大小に関わらず

県に報告し、指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。 

シ 受託者は、委託事業の実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに島根県に報

告して協議を行い、その指示を受けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


